
議案第２６号 

令和７年度区立小・中学校使用教科用図書の採択について 

上記の議案を提出する。 

    令和６年８月１日 

提出者 板橋区教育委員会教育長 長沼 豊  

 

令和７年度区立小・中学校使用教科用図書の採択について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号、義務教

育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第１４条に基づ

き令和７年度区立小・中学校使用教科用図書について採択する。 

 

                記 

 

 １ 採択事項 

   （１）令和７年度区立小学校使用教科用図書 

（２）令和７年度区立中学校使用教科用図書 

（３）令和７年度特別支援学級使用教科用図書 

 

２ 採択期限 

   令和６年８月３１日 

 

 （提案理由） 

公立学校の教科用図書採択については、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２１条第６号により、所管の教育委員会が行うこと

となっており、また、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関す

る法律施行令第１４条により、義務教育諸学校において使用する教科

用図書の採択は、当該教科用図書を使用する年度の前年度の８月３１

日までに行わなければならないこととなっている。 


